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浦臼町防災会議条例 

（昭和37年12月24日条例第21号） 

改正  昭和40年５月31日条例第13号   昭和51年４月30日条例第10号 

昭和53年９月26日条例第15号   昭和61年９月30日条例第17号 

平成12年３月24日条例第17号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基き浦臼町防災

会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 浦臼町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。 

(２) 浦臼町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。 

(３) 前各号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員を以つて組織する。 

２ 会長は町長をもつてあてる。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は次の各号に掲げる者をもつてあてる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(３) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその部内の職員のうちから任命する者 

(５) 教育長 

(６) 消防団長 

(７) 消防組合支署の職員のうちから町長が任命する者 

(８) 指定地方公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者 

(９) その他、防災に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命する者 

６ 委員の定数は30名以内とする。 

７ 第５項第７号の委員の任期は２年とする。但し補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は再任されることが出来る。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、のうち

から町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

（幹事） 

第５条 防災会議に幹事若干名を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。 
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３ 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。 

（会長への委任） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は会

長が防災会議にはかつて定める。 

附 則 

この条例は、昭和37年12月22日から施行する。 

附 則（昭和40年５月31日条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年４月30日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年９月26日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年９月30日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年４月１日から適用する。 

附 則（平成12年３月24日条例第17号抄） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 
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浦臼町防災会議運営規程 

（昭和 51年４月 15日訓令第３号） 

（趣旨） 

第１条 浦臼町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営について、災害対策基本法（昭和36年

法律第223号）、災害対策基本法施行令（昭和37年政令第286号）及び浦臼町防災会議条例（昭和37

年浦臼町条例第21号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（会長の職務代理） 

第２条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは、防災会議委員（以下「委員」

という。）である浦臼町副町長がその職務を代理する。 

（防災会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。 

（議事） 

第４条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 

（委員の異動報告） 

第５条 浦臼町防災会議条例（昭和37年浦臼町条例第21号）第３条第５項第１号、第２号、第３号及

び第７号の委員が異動等により変更のあつた場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動

年月日を直ちに会長に報告しなければならない。 

（会長への委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月27日訓令第１号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 
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浦臼町防災会議情報連絡部規程 

昭和51年４月15日訓令第６号 

改正  昭和55年３月21日訓令第２号   昭和58年９月10日訓令第12号 

（目的） 

第１条 浦臼町防災会議（以下「防災会議」という。）の決定に基づき、防災会議情報連絡部（以下

「連絡部」という。）を設け、災害時の応急対策を的確かつ迅速に実施するため関係機関相互間の

緊密な連絡を図ることを目的とする。 

（連絡部の任務） 

第２条 連絡部は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。 

(１) 当該災害に関する情報を収集すること。 

(２) 関係機関相互間の情報の交換及び連絡を図ること。 

（連絡部の組織） 

第３条 連絡部の部長は、防災会議の幹事である浦臼町総務課長をもつてあて、部員は、関係機関の

職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもつて組織する。 

（連絡部の招集等） 

第４条 連絡部は、会長が招集する。 

２ 部員は、会長が定める期間浦臼町役場連絡部に勤務するものとする。 

（会長への委任） 

第５条 この規程に定めるもののほか、連絡部の活動等に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和55年３月21日訓令第２号） 

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年６月15日から適用する。 

附 則（昭和58年９月10日訓令第12号） 

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年６月16日から適用する。 
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浦臼町災害対策本部条例 

昭和38年３月31日条例第７号 

改正  平成元年10月２日条例第31号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第６項の規定に基き浦臼町災害

対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し部職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故ある時はその職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、本部長の命をうけ本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置く事ができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き本部長の指名する本部員がこれに当る。 

４ 部長は部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか災害対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年３月25日から施行する。 

附 則（平成元年10月２日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 
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浦臼町災害対策本部運営規程 

昭和51年４月15日訓令第４号 

改正  昭和55年３月21日訓令第３号   昭和58年９月10日訓令第13号 

平成元年10月２日訓令第11号   平成14年12月18日訓令第９号 

平成16年11月８日訓令第17号   平成19年３月27日訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、浦臼町災害対策本部条例（昭和38年浦臼町条例第７号）第４条の規定に基づき

浦臼町災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。 

（災害対策副本部長） 

第２条 災害対策副本部長は、副町長をもつてあてる。 

（災害対策本部員） 

第３条 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、次の者をもつてあてる。 

(１) 町長部局の課長 

(２) 教育委員会事務局の次長 

(３) 農業委員会事務局の局長 

（対策部及び対策班） 

第４条 本部には次の対策部を置き、各部にそれぞれ班を置く。ただし、災害の状況により一部の対

策部を設置しないことができる。 

２ 部長は、町長部局の課長及び教育委員会事務局の次長並びに農業委員会の局長、班長は、町長部

局の課長補佐及び主幹並びに技術長、教育委員会事務局の主幹及び係長、農業委員会の係長をもつ

てあてる。 

３ 班に属すべき職員は部長の属する課（事務局）の職員及び本部長の指名する職員をもつてあてる。 

（本部員会議） 

第５条 本部員会議は、災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議しその推進に

あたる。 

（本部の庶務） 

第６条 本部の庶務は、総務課庶務係において処理する。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し、必要な事項は別に定めるものとする。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和55年３月21日訓令第３号） 

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年６月15日から適用する。 

附 則（昭和58年９月10日訓令第13号） 

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年６月16日から適用する。 

附 則（平成元年10月２日訓令第11号） 

この規程は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則（平成14年12月18日訓令第９号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成16年11月８日訓令第17号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月27日訓令第１号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 
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災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

 

北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、

災害時等における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事

態（以下「災害時等」という。）において、被災市町村（災害時に被災した市町村又は国民の保護

のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村のみでは避難、救援等の応急

措置又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置（以下「応急措置等」という。）を十

分に実施できない場合に、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６７条第１項及び第６

８条第１項又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第

１１２号）第１７条第１項及び第１８条第１項若しくは同法第１８３条において準用する第１７条

第１項及び第１８条第１項の規定に基づく道及び市町村相互の応援（以下「応援」という。）を円

滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（２）被災者等（避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。

以下同じ。）の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん 

（３）避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん 

（４）避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣 

（５）被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（地域区分） 

第３条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする。 

（道の役割） 

第４条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市

町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。 

（連絡担当部局） 

第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実施を図るため、

予め連絡担当部局を定めるものとする。 

（応援の要請の区分） 

第６条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に

掲げる区分により行うものとする。 

（１）第１要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請 

（２）第２要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請 

（３）第３要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請 

（応援の要請の手続） 

第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の
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市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。 

（１）被害の種類及び状況 

（２）第２条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等 

（３）第２条第３号に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

（４）第２条第４号に掲げる職員の職種別人員 

（５）応援場所及び応援場所への経路 

（６）応援の期間 

（７）前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

２ 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容を、

応援の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長に通報するものとする。 

３ 前２項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請にあっては、原

則として道を経由して行うものとする。 

（応援の経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。 

２ 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、

応援を受けた被災市町村の求めにより、応援を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替（国民保護

に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援を行った道及び

市町村が協議して定めるものとする。 

（自主応援） 

第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要

があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情

報に基づく応援を行うものとする。 

２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。 

３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に

要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。 

（他の協定との関係） 

第１０条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道消

防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。 

（その他） 

第１１条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定

めるものとする。 

 

附 則 

この協定は、平成２０年６月１０日から施行する。 

平成９年１１月５日に締結された協定は、これを廃止する。 
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この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各

自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するもの

とする。 

 

 

平成２０年 ６月１０日 

 

北 海 道 

北海道知事    高 橋 はるみ 

 

北海道市長会 

北海道市長会長  新 宮 正 志 

 

北海道町村会 

北海道町村会長  寺 島 光一郎 

 

別表 

地 域 区 分 構  成  市  町  村 

石 狩 支 庁 石狩支庁管内の市町村 

渡 島 支 庁 渡島支庁管内の市町村 

檜 山 支 庁 檜 山 支 庁 管 内 の 町 

後 志 支 庁 後志支庁管内の市町村 

空 知 支 庁 空知支庁管内の市町 

上 川 支 庁 上川支庁管内の市町村 

留 萌 支 庁 留萌支庁管内の市町村 

宗 谷 支 庁 宗谷支庁管内の市町村 

網 走 支 庁 網走支庁管内の市町村 

胆 振 支 庁 胆振支庁管内の市町 

日 高 支 庁 日 高 支 庁 管 内 の 町 

十 勝 支 庁 十勝支庁管内の市町村 

釧 路 支 庁 釧路支庁管内の市町村 

根 室 支 庁 根室支庁管内の市町 
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災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

災害時における救護活動の万全を期するため、北海道（以下「甲」という。）と社団法人北海道医

師会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（救護班の派遣） 

第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護

班の編成及び派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所等

に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に

提出するものとする。 

（救護班の業務） 

第４条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行うこ

とを原則とする。 

２ 救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）傷病者に対する応急措置及び医療 

（２）傷病者の収容医療関係への転送の要否及び転送順位の決定 

（３）被災者の死亡の確認及び死体の検索 

（救護班に対する指揮命令等） 

第５条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

（医薬品の補給等） 

第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施さ

れているために必要な措置を講ずるものとする。 

（収容医療機関の指定） 

第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 

（医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

（費用弁償等） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものと

する。 

（１）救護班の編成及び派遣に要する費用 

（２）救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金 

（４）前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの 
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（市町村及び都市医師会との調整） 

第１０条 甲は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき市町村の行う医療救護活動が、

本協定に準じ、都市医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行なうものとする。 

２ 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、都市医師会に対し、必要な

調整を行うものとする。 

（細 目） 

第１１条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は別に定める。 

（協 議） 

第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。 

（有効期限） 

第１３条 この協定の有効期限は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日

から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

昭和６２年１２月２２日 

 

甲 北 海 道 

北海道知事 横 路 孝 弘 

 

札幌市中央区大通西６丁目６番地 

乙 社団法人北海道医師会 

会 長  青 田   信 
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避難所位置図 

 

 

避
　
難
　
所
　
位
　
置
　
図

晩
生
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

母
と
子
の
家浦

臼
第
七
会
館

浦
臼
小
学
校

行
政
セ
ン
タ
ー

浦
臼
中
学
校

浦
臼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

浦
臼
町
ふ
る
さ
と
活
性
化
セ
ン
タ
ー

浦
臼
町
農
村
セ
ン
タ
ー

浦
臼
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

浦
臼
第
一
会
館

鶴
沼
改
善
セ
ン
タ
ー

鶴
沼
第
一
会
館


	①防災会議条例
	②防災会議運営規程
	③浦臼町防災会議情報連絡部規程
	④災害対策本部条例
	⑤災害対策本部運営規程
	⑥災害時における北海道及び市町村相互間の応援に関する協定書
	⑦災害時の医療救護活動に関する協定書
	⑧避難所位置図

